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参考資料（議案第２号）

浦安市教育委員会傍聴人規則（昭和56年教委規則第４号）の一部を改正する規則

(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

（傍聴券の交付）

第２条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票（別記第１号様式）に自

己の氏名及び住所を記入し、傍聴券（別記第２号様式）の交付を受けなけれ

ばならない。

２～４ 省 略

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（傍聴券の交付）

第２条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿（別記第１号様式）に自

己の氏名、住所及び職業を記入し、傍聴券（別記第２号様式）の交付を受け

なければならない。

２～４ 同 左


